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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　◯建築基準法施行細則の一部を改正する規則� 建 築 課

◎　告　示

　・令和７年度定期種畜検査の結果� 畜 産 課

　・道路の供用開始� 道 路 維 持 課

◎　公　告

　・大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見� 経 営 支 援 課

　・肥料登録の失効� 農業イノベーション推進室

　建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年６月24日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第34号

　　　建築基準法施行細則の一部を改正する規則

　建築基準法施行細則（昭和46年長崎県規則第66号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（定期報告を要する特定建築物の指定等）

第18条　略

２�　省令第５条第１項の規定により知事が定める政令第16条

第１項各号及び前項各号の建築物に係る報告の時期は、次

の表の左欄に掲げる建築物の用途に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げるとおりとする。

建築物の用途 報告の時期

旅館及びホテル 令和７年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

劇場、映画館及び演芸場 令和８年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

観覧場（屋外観覧場を除く。）、

公会堂及び集会場（地区公民館

を除く。）

令和８年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

共同住宅（サービス付き高齢者 令和８年７月１日から同

　（定期報告を要する特定建築物の指定等）

第18条　略

２�　省令第５条第１項の規定により知事が定める政令第16条

第１項各号及び前項各号の建築物に係る報告の時期は、次

の表の左欄に掲げる建築物の用途に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げるとおりとする。

建築物の用途 報告の時期

旅館及びホテル 平成28年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

劇場、映画館及び演芸場 平成29年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

観覧場（屋外観覧場を除く。）、

公会堂及び集会場（地区公民館

を除く。）

平成29年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

共同住宅（サービス付き高齢者 平成29年７月１日から同

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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向け住宅に限る。）及び寄宿舎

（サービス付き高齢者向け住

宅、認知症高齢者グループホー

ム及び障害者グループホームに

限る。）

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

体育館（学校に附属するものを

除く。）、博物館、美術館、図書

館、ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場及びスポー

ツの練習場

令和８年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

百貨店、マーケット、展示場、

公衆浴場及び物品販売業を営む

店舗（床面積が10平方メートル

以内のものを除く。）

令和８年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

病院及び診療所（患者の収容施

設があるものに限る。）

令和９年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

就寝用途の児童福祉施設等（助

産施設、乳児院、障害児入所施

設、助産所、盲導犬訓練施設、

救護施設、更生施設、老人短期

入所施設（小規模多機能型居宅

介護の事業所及び看護小規模多

機能型居宅介護の事業所を含

む。）その他これに類するもの、

養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、母子保健施設、障

害者支援施設、福祉ホーム及び

障害福祉サービス（自立訓練又

は就労移行支援を行う事業に限

る。）を行う事業所（利用者の就

寝の用に供するものに限る。））

令和９年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、待合、料理店及び飲食

店

令和９年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

３　略

４�　建築物の定期調査報告における調査及び定期点検におけ

る点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表

を定める件（平成20年国土交通省告示第282号）第２の規

定により知事が付加する法第12条第１項に規定する調査及

び同条第２項に規定する点検の項目、方法及び結果の判定

基準（防煙壁については同告示第282号別表第１に限る。）

は、次の表のとおりとする。

（い）調査項目（ろ）調査方法（は）判定基準

建

築

物

の

内

部

常時閉鎖

した状態

にある防

火扉（以

下この表

において

「常閉防

火扉」と

閉鎖又は作動

の障害となる

物品の放置並

びに照明器具

及び懸垂物等

の状況

目視又はこれ

に類する方法

（以下この

表において

「目視等」と

いう。）によ

り確認する。

物品が放置さ

れていること

等により防火

扉の閉鎖又は

作動に支障が

あること。

向け住宅に限る。）及び寄宿舎

（サービス付き高齢者向け住

宅、認知症高齢者グループホー

ム及び障害者グループホームに

限る。）

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

体育館（学校に附属するものを

除く。）、博物館、美術館、図書

館、ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場及びスポー

ツの練習場

平成29年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

百貨店、マーケット、展示場、

公衆浴場及び物品販売業を営む

店舗（床面積が10平方メートル

以内のものを除く。）

平成29年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

病院及び診療所（患者の収容施

設があるものに限る。）

平成30年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

就寝用途の児童福祉施設等（助

産施設、乳児院、障害児入所施

設、助産所、盲導犬訓練施設、

救護施設、更生施設、老人短期

入所施設（小規模多機能型居宅

介護の事業所及び看護小規模多

機能型居宅介護の事業所を含

む。）その他これに類するもの、

養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、母子保健施設、障

害者支援施設、福祉ホーム及び

障害福祉サービス（自立訓練又

は就労移行支援を行う事業に限

る。）を行う事業所（利用者の就

寝の用に供するものに限る。））

平成30年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、待合、料理店及び飲食

店

平成30年７月１日から同

年12月25日までとし、以

降３年ごととする。

３　略
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いう。） 扉の取付け状

況

目視等又は触

診により確認

する。

取付けが堅固

でないこと。

扉、枠及び金

物の劣化及び

損傷の状況

目視等により

確認する。

変形、損傷又

は著しい腐食

により遮炎性

能又は遮煙性

能に支障があ

ること。

固定の状況 目視等により

確認する。

常閉防火扉が

開放状態に固

定されている

こと。

人の交通の用

に供する部分

に設ける常閉

防火扉の作動

状況

扉の閉鎖時間

をストップ

ウォッチ等

により測定

し、扉の質量

により運動エ

ネルギーを

確認すると

と も に、 必

要に応じて

プッシュプル

ゲージ等によ

り閉鎖力を測

定する。ただ

し、各階の主

要な常閉防火

扉について３

年以内に実施

した点検の記

録がある場合

にあっては当

該記録により

確認すること

をもって足り

る。

防火区画に用

いる防火設備

等の構造方法

を定める件

（昭和48年建

設省告示第

2563号）第１

第１号の規定

に適合しない

こと。

避

難

施

設

等

防煙壁 可動式防煙壁

の作動の状況

各階の主要な

可動式防煙壁

の作動を確認

す る。 た だ

し、３年以内

に実施した検

査の記録が

ある場合に

あっては、当

該記録を確認

することで足

りる。

可動式防煙壁

が作動しない

こと。

５及び６　略 ４及び５　略

　様式第７号の２中「法第87条の２第１項」を「法第87条の４第１項」に改める。

　様式第７号の３を次のように改める。
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　　　附　則

　この規則は、令和７年７月１日から施行する。ただし、様式第７号の２及び様式第７号の３の改正規定は公布

の日から施行する。

長崎県告示第336号

　令和７年度定期種畜検査の結果について、家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第２項の規定に基

づき、下記のとおり公示する。

　　令和７年６月24日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

種畜証明書番号 検査月日 名　　号 品　　種 検査成績 飼養者住所 飼養者氏名

21342010001 ５月16日 奏 対州馬種 ２級 対馬市 対馬市

22142010002 ５月16日 凜拓 対州馬種 ２級 対馬市 対馬市

21942010001 ５月16日 翔馬 対州馬種 １級 対馬市 対馬市

22442010001 ５月16日 和馬 対州馬種 ２級 対馬市 対馬市

22442010002 ５月16日 心之助 対州馬種 ２級 対馬市 対馬市

21742010002 ５月16日 里輝 対州馬種 ２級 対馬市 対州馬保存会

22142010001 ５月16日 雪哉 対州馬種 ２級 対馬市 対州馬保存会

22342010001 ５月16日 勇気 対州馬種 １級 対馬市 対州馬保存会

21742010003 ５月16日 高輝 対州馬種 ２級 対馬市 対州馬保存会

11360252238 ５月22日 久紀福 黒毛和種 ２級 西海市 みくりや家畜人工授精所

10870494534 ５月22日 桜子28 黒毛和種 ２級 西海市 みくりや家畜人工授精所

11679342279 ５月22日 大御所 黒毛和種 ２級 西海市 みくりや家畜人工授精所

11654683311 ５月22日 矢岳2338 黒毛和種 ２級 西海市 みくりや家畜人工授精所

10843051108 ５月23日 勝乃幸 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11337875385 ５月23日 弁慶３ 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11478253127 ５月23日 晴太郎 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11500817815 ５月23日 真乃介 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

　　　　告　　　　　示
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11390594681 ５月23日 幸男 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11576930579 ５月23日 山若葉 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11576920525 ５月23日 正太 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11360766131 ５月23日 勝太郎３ 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11354044658 ５月23日 姫晴久 黒毛和種 特級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11376273425 ５月23日 茂乃幸 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11376387221 ５月23日 玉石 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11634105437 ５月23日 慶太 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11375959498 ５月23日 百合椿 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11375249193 ５月23日 大島楓 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11639484162 ５月23日 日本晴 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11597461762 ５月23日 厚太郎 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11638626037 ５月23日 鬼岳３ 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11398583625 ５月23日 金治郎 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11557914291 ５月23日 阿笠 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11486539695 ５月23日 晴日当 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11426277670 ５月23日 運慶３ 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11681435501 ５月23日 勝乃華 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11411778069 ５月23日 天乃幸 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11607920005 ５月23日 百合満 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11453931538 ５月23日 慶平安 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11679385740 ５月23日 百合乃久 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

11412054353 ５月23日 勝華百合 黒毛和種 １級 平戸市 長崎県肉用牛改良センター



令和７年６月24日　火曜日� 第11426号長 崎 県 公 報

─ 859 ─

長崎県告示第337号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年６月24日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

384号

五島市富江町黒瀬字登立270番２地先から

五島市富江町黒瀬字川辺235番１地先まで
令和７年７月24日

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　令和７年６月24日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ゆめタウン夢彩都

　　長崎県長崎市元船町14番49　ほか

２　届出の概要

　⑴�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の届出事項の変

更

　⑵�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の届

出事項の変更

３　意見書の概要

　⑴　意見書を提出した者

　　　長崎市長　鈴木　史朗

　⑵　意見書の内容

　　　意見なし

４　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

　⑵　縦覧場所

　　　県政情報コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）及び長崎市経済産業部商業振興課

　　　肥料登録の失効（公告）

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第15条第１項の規定により、次のとおり肥料登録

を失効した。

　　令和７年６月24日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量 住所または所在地 氏名または名称

長崎県肥

第660号

混合石灰肥料 くみあい粒状配

合パワーマイル

ド

アルカリ分

� 40.0％

可溶性苦土

長崎県諫早市栄田町８番

23号

くみあい肥料株式会社

代表取締役

鈴木　秀郎

　　　　公　　　　　告
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